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リニア開業を見据えた岐阜県東美濃地域の観光振興に関する基礎調査委託業務 

仕様書 

 

１ 事業の目的 

平成２９年度の東美濃歴史街道協議会発足以降、県（協議会）ではリニア中央新

幹線（以下、「リニア」という。）開業を見据え、体験プログラムの造成や域内周遊

企画の実施等、東美濃地域内の観光資源の掘り起こし・磨き上げを行ってきた。 

この度、より一層間近に迫ったリニア開業に向け、開業によりアクセス性が飛躍

的に向上する首都圏に対し効率的かつ効果的なプロモーションを展開するための

基礎調査を実施する。 

 

２ 契約期間 

  契約締結日から令和５年３月２４日（金） 

 

３ 業務内容 

  次に掲げる資料の内容を把握したうえで、以下の業務を実施すること。 

＜資料＞ 

①岐阜県リニア中央新幹線活用戦略ブラッシュアップ懇談会 資料 

（令和３年１０月１２日、１２月２４日、令和４年３月２２日） 

②リニア岐阜県駅との二次交通に関する調査（令和２年３月） 

③リニア岐阜県駅開業後における二次交通に関する調査（令和３年３月） 

※①は県ＨＰに掲載 

 ＵＲＬ：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/199795.html 

※②～③は県から提供 

 

（１） 首都圏認知度調査 

①  リニアの開業により、首都圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城

県、栃木県、群馬県及び山梨県）からの観光客が期待できる東美濃地域（多

治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、可児市及び御嵩町）及び東美

濃地域経由の観光地・観光資源（文化、特産品、土産品等）の首都圏におけ

る認知度等を調査すること。 

なお、来訪にあたり経由の想定とするリニア駅は、岐阜県駅（仮称）及び

名古屋駅とすること。 

【調査項目】 

年齢、性別、居住地（市区町村）、東美濃地域の認知度・印象、来訪歴、 

リニア開業後の来訪意思、その他（２）に必要な事項 
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【調査方法】 

・インターネット調査 サンプル数 400以上 

・実地調査 サンプル数 300以上 

上記インターネット調査とは別に、首都圏居住者からの認知度 

等を直接調査すること。 

②  上記①の調査結果について、図やグラフ等を活用し、分かりやすく取りま

とめること。調査結果については、岐阜県全体（東美濃地域を経由する場合

に限る。（以下同様））及び東美濃７市町ごとの分析を付すこと。 

 

（２） 他県リニア駅との比較分析 

（１）の調査を基に、リニア開業後、観光誘客において競合することが見込

まれる山梨県駅（仮称）及び長野県駅（仮称）との比較において優位性がある

点、改善が必要な点を分析し、分かりやすく取りまとめること。 

 

（３） 上記調査結果の取りまとめ・分析・提言 

調査結果を踏まえ、岐阜県全体及び東美濃７市町ごとの観光誘客施策につ

いて、プロモーションを重点的に行う観光地・観光資源等の具体的な提言を行

うこと。 

その際、東美濃地域の現状や課題を把握したうえで、同地域の観光振興に寄

与するものとすること。 

 

４ 留意事項 

（１）業務管理責任者の配置 

受託者は、契約期間中、次の事項に留意のうえ、本委託業務を担い、県担当者

との連絡窓口ともなる業務管理責任者（通算して５年以上調査業務に従事した実

績を有する者に限る。）を配置すること。 

なお、配置した業務管理責任者が本委託業務の実施につき、著しく不適当であ

り、委託者が交代を求めたときは、別の者を選任すること。 

   

（２）業務履行 

① 調査開始前に業務スケジュールを作成し、県と協議のうえ、承認を得てから

業務を履行すること。 

② アンケート調査等の実施に当たっては、同種の調査と比較し十分なサンプル

数を確保し、適切な時期に実施すること。 

③ 調査・分析・提言の実施に当たっては、「ジブリパーク」の開業等、現在のみ

ならず近い将来も含む東美濃地域及び周辺エリアの観光動向を十分考慮した



3 

うえで行うこと。 

 

（３）安全確保及び緊急時対応体制 

調査の実施にあたり安全を確保するとともに、緊急時に迅速かつ的確に対応

できる体制を構築すること。 

 

（４）積算内訳書の提出 

受託者は、本仕様書に基づいて積算内訳書を作成し、県に提出すること。そ

の際、「一式」の表記は原則不可とし、単価により積み上げること。 

 

（５）業務内容の変更 

契約金額の変更については、実施条件が異なる場合、内訳書に記載のない項

目が生じた場合又は内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がない時

は、変更見積書を提出し、見積価格を基礎として、県と受託者で協議の上、業

務内容の変更を行う。 

ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、県におい

て価格を定め、受託者に通知する。 

 

（６）業務完了後の提出書類 

委託業務終了後、速やかに以下の書類を提出すること。 

① 納品物 

○調査報告書 

サイズ：Ａ４版（フルカラー） 

数量：２部 

○概要ペーパー 

サイズ：Ａ４版 または Ａ３版（フルカラー） 

頁数：１～２枚 

数量：２部 

○調査報告書・概要ペーパー・調査の生データ及び生データを取りまとめた 

データベースファイルをＣＤ等に保存したもの 

数量：１０部 

② 納品期限 

令和５年３月２４日（金） 

③ 納品場所 

岐阜県商工労働部観光国際局観光資源活用課 
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（７）関係書類の整備・保存 

・委託業務の実施にあたっては、関係帳簿類や支出証拠書類を整備し、適切な

事業運営に努めること。 

・上記の関係帳簿類等は、委託業務終了後５年間は保存すること。 

 

（８）著作権 

別記１「著作権等取扱特記事項」によること。 

 

（９）個人情報の保護 

受託者は、本業務による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記２ 

「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

５ 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務  

（１）妨害又は不当要求に対する通報義務 

受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通

念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契

約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。

なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。 

 

（２）不当介入による履行期間の延長 

受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務 

を完了することができないときは、県に履行期間の延長を請求することができ 

る。 
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別記１ 

著作権等取扱特記事項 

 

 （著作者人格権等の帰属） 

第１ 印刷製本物が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第２条第１項第１号に規定する著作物

（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18条から第 20 条

までに規定する権利（以下「著作者人格権」という。）及び同法第 21条から第 28 条までに規

定する権利（以下「著作権」という。）は受託者に帰属する。 

２ 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物

に係る著作者人格権及び著作権（著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権）は、提供

した者に帰属する。ただし、発注者又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物

に該当する場合については、当該第三者に帰属する。 

 （著作権の譲渡） 

第２ 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権（同法第 27

条及び第 28 条に規定する権利を含む。）を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。 

２ 印刷製本物の作成のために受託者が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素

材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権（同法第 27 条

及び第 28条に規定する権利を含む。）を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。 

 一 原稿 

 二 原画 

 三 写真 

３ 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真

その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書

面による契約により当該著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）を受

託者に譲渡させるものとする。 

 一 受託者の従業員 

 二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員 

４ 第１項及び第２項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

（著作者人格権） 

第３ 受託者は、発注者に対し、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他

の素材（以下「印刷製本物等」という。）が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使

しないものとする。 

２ 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部

分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。 

（保証） 

第４ 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しな

いものであることを保証するものとする。 
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（印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供） 

第５ 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物（JPEG 形式又は Adobe 

Illustrator 形式及び PDF 形式、DVD-R 等：2 枚）を当該印刷製本物の引渡し時に引き渡すも

のとする。 

２ 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

３ 第１項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し

時に発注者に移転する。 
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別記２ 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければな

らない。 

（責任体制の整備） 

第２ 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持

しなければならない。 

（責任者等の届出） 

第３ 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事す

る者（以下「事務従事者」という。）を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければ

ならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。 

２ 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させな

ければならない。 

３ 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければ

ならない。 

４ 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。 

（教育の実施） 

第４ 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事

務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修

を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。 

 （収集の制限） 

第５ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確

にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければ

ならない。 

２ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又

は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲

の承諾があるときは、この限りでない。 

（目的外利用・提供の制限） 

第６ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的

に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りで

ない。 

（漏えい、滅失及び毀損の防止） 

第７ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏
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えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

２ 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場

合は、甲に受領書を提出しなければならない。 

３ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所（以下「作

業場所」という。）を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業

場所を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報

を作業場所から持ち出してはならない。 

５ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方

法（以下「運搬方法」という。）を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その

特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。 

６ 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名

札等を着用させて事務に従事させなければならない。 

７ 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体（以下「パソコ

ン等」という。）を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を

作業場所から持ち出してはならない。 

８ 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。 

９ 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報

の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。 

10 乙は、第１項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより

管理しなければならない。 

⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等

に保管しなければならない。 

⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上

の保護措置をとらなければならない。 

⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバッ

クアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検し

なければならない。 

⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保

管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。 

（返還、廃棄又は消去） 

第８ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時

に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体

を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなけれ
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ばならない。 

３ 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を

消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判

読、復元できないように確実に消去しなければならない。 

４ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したとき

は、完全に廃棄又は消去した旨の証明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、

責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面）を甲に提出しなければならな

い。 

５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならな

い。 

  （秘密の保持） 

第９ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

  （複写又は複製の禁止） 

第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された

資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 

  （再委託の禁止） 

第 11 乙は、この契約による事務については、再委託（第三者にその取扱いを委託することを

いう。以下同じ。）をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする

場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得

なければならない。 

⑴ 再委託を行う業務の内容 

⑵ 再委託で取り扱う個人情報 

⑶ 再委託の期間 

⑷ 再委託が必要な理由 

⑸ 再委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者 

⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写し） 

⑻ 再委託の相手方の監督方法 

３ 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるととも

に、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人

情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法

について具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求
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めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 

６ 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。）は原則として認めな

い。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第２項中の「再委託

の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。 

７ 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第２項各号に規定す

る項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲

の承諾を得なければならない。 

⑴ 再々委託を行う業務の内容 

⑵ 再々委託で取り扱う個人情報 

⑶ 再々委託の期間 

⑷ 再々委託が必要な理由 

⑸ 再々委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者 

⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写

し） 

⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法 

８ 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわら

ず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、

秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘

義務の期間は、第９に準ずるものとする。 

２ 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との

契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うも

のとする。 

  （立入調査） 

第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況につい

て、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要が

あると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができる

ものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 

  （事故発生時における対応） 

第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏

えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告

し、その指示に従わなければならない。 

２ 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずる

とともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個



11 

人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとす

る。 

３ 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当

該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 

（契約の解除） 

第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解

除することができる。 

２ 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害

の賠償を求めることはできない。 

（損害賠償） 

第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合

には、甲にその損害を賠償しなければならない。 

 

 

 


